
知事指定薬物（令和７年１月24日石川県告示第12号）

１　知事指定薬物の名称等

№ 通　称　名 一 般 名 （ 告 示 名 ）

1

2F-NENDCK

2F-2OXO-PCE

2-FXE

2-fluoro
deschloro-N-
ethyl-ketamine

２－（エチルアミノ）－２－（２－フルオロフェニル）シク
ロヘキサン－１－オン及びその塩類

2

Metonitazepyne

N-Pyrrolidino
Metonitazene

２－［（４－メトキシフェニル）メチル］－５－ニトロ－１－
［２－（ピロリジン－１－イル）エチル］－１Ｈ－ベンゾ
［ｄ］イミダゾール及びその塩類

3 1cP-AL-LAD
（８Ｒ）－６－アリル－１－シクロプロパンカルボニル－
Ｎ，Ｎ－ジエチル－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８
－カルボキシアミド及びその塩類

4
1cP-MiPLA

1cP-MIPLA

（８Ｒ）－1－（シクロプロパンカルボニル）－Ｎ－メチル
－Ｎ－（プロパン－２－イル）－６－メチル－９，１０－
ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びその
塩類

２　指定の理由

３　施行期日
　　令和７年１月25日

　　条例第2条第1項第6号に掲げる薬物であって、県の区域内において濫用されるおそれがあり、かつ、
　幻覚等の作用を有すると認められるものであるため


